
経済産業省独立行政法人評価委員会の業績勘案率（案）について 
 
１ 審議対象案件 

役職及び所掌 在任期間 
（算定期間） 

業績勘案率（案）※ 
〈経済産業省評価委員会〉 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 
理事 

（エネルギー・環境技術、新・省エネ

ルギー技術の開発・導入普及） 
 

副理事長 
（業務全般について理事長の補佐、エ

ネルギー・環境技術） 

H15.10.1～H19.9.30 

（H16.1.1～H19.9.30） 
 
 
H19.10.1～H21.8.16 

（同上） 

１．０ 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 
監事 

H17.10.1～H21.8.31 

（同上） 
１．０ 

石油天然ガス・金属鉱物資源機構 
理事 

（石油開発支援本部） 

H17.6.23～H21.6.28 

（同上） 
１．０ 

中小企業基盤整備機構 
理事 

（総務部のうち調達・管理及び経理） 

H19.7.31～H21.7.31 

（同上） 
１．０ 

中小企業基盤整備機構 
理事 

（企画部、国際統括室、ファンド事業

部、監査統括室） 

H19.8.20～H21.7.14 

（同上） 
１．０ 

中小企業基盤整備機構 
監事 

H19.7.1～H21.6.30 

（同上） 
１．０ 

中小企業基盤整備機構 
監事 

H19.7.1～H21.6.30 

（同上） 
１．０ 

※ 業績勘案率（案）の算定は別紙のとおり。 

 
 
２ 政策評価・独立行政法人評価委員会の意見案 

当委員会の既往の方針等に沿って検討した結果、次案のとおりとしたい。 
 

（案） 
通知のあった業績勘案率（案）「１．０」については、意見はない。 

以上 
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別紙 
 

経済産業省独立行政法人評価委員会から通知された業績勘案率（案）の算定内容 
 

法  人  名 役 職 

業績勘案率適用期間 

算  定  内  容 

業績勘案率 

（案） 

機関実績 

勘案率 

（※１） 

個人業績 

勘案率 

（※２） 

基礎業績 

勘案率 

（※３） 

調 整 

特別に考

慮すべき

事項 

 (参考) 

在任期間 

新エネルギー・産業技

術総合開発機構 

理事→ 

副理事長 
H16.1.1～H21.8.16 H15.10.1～ １．０ １．０ １．０ なし １．０ 

監事 H17.10.1～H21.8.31 同左 １．０ １．０ １．０ なし １．０ 

石油天然ガス・金属鉱

物資源機構 
理事 H17.6.23～H21.6.28 同左 １．０ １．０ １．０ なし １．０ 

中小企業基盤整備機構 

理事Ａ H19.7.31～H21.7.31 同左 １．０ １．０ １．０ なし １．０ 

理事Ｂ H19.8.20～H21.7.14 同左 １．０ １．０ １．０ なし １．０ 

監事Ａ H19.7.1～H21.6.30 同左 １．０ １．０ １．０ なし １．０ 

監事Ｂ H19.7.1～H21.6.30 同左 １．０ １．０ １．０ なし １．０ 

（※１） 「業績勘案率の評価を行うに当たっての基本的考え方」（平成 17 年９月１日決定経済産業省独立行政法人評価委員会。以

下「経産省考え方」という。）２．（２）において「当該役員が在職した期間に係る「年度実績評価」に基づく各年度の機関
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実績勘案率を、その在職月数に応じ加重平均して求めた率」とされている。 

（※２） 「経産省考え方」２．（３）において「１．０を基本とする」とされている。 

（※３） 「経産省考え方」２．（１）において「「機関実績勘案率α」と「個人業績勘案率β」を算出後、配分率ｘ、ｙ（注：各法

人の特性・役員の職責に応じて決定する。ただし、個人的な業績が付随的なものであることを考慮し、ｙは０．２とする。）

を乗じ、「基礎業績勘案率ε´」を算出する」とされており、その計算式は「ε´＝ｘα＋ｙβ（ｘ＋ｙ＝１、ｘ＝０．８、

ｙ＝０．２）（ε´：基礎業績勘案率、α：機関実績勘案率、β：個人業績勘案率、ｘ：機関実績勘案率の配分率、ｙ：個人

業績勘案率の配分率）」とされている。 




